
様式第１号(第５条関係) 

 

鳥取県木造住宅耐震化技術考査受験申込書 

 

令和  年  月  日  

鳥取県知事 様  

                           ふりがな 

申請者  氏  名            印 

電話（携帯）番号 

 

鳥取県木造住宅耐震化業者登録要綱（以下「要綱」という。）第５条の規定により鳥取県木造住宅

耐震化技術考査の受験を申し込みます。 

 

 

住所 

郵便番号 

 

 

電話番号 

勤務先 

名称 

 

代表者氏名 

住所 

 

電話番号 

建築士事務所の区分及び登録番号又は建設業の区分及び許可番号 

 

 

所属の区分 （ 建築士事務所 ・ 建築工事業者 ・ 左記の区分の兼業 ） 

建築士 
免許の区分 （ 一級 ・ 二級 ・ 木造 ）建築士 

登   録 大臣 ・ 都道府県（    ）登録番号（       ） 

建築管理技

士※ 

技術検定の区分 （ 一級 ・ 二級 ）建築施工管理技士 

番   号 （             ） 

建築大工技

能士※ 

技能検定の区分  一級 建築大工技能士 

番   号 （             ） 

講習会 
受講会場 

受講年月日    年    月    日 

処分の有無 

建築基準法、建築士法、建設業法その他の建築の業務に関係する法律の規定によ

る処分を受け、その受けた日から５年を経過しない者に（ 該当しない。 ・ 

該当する。 ） 

※ 建築管理技士、建築大工技能士の欄は、所属が建築工事業者又は兼業の

場合のみ記載してください。 

 

添付書類 

１ 建築士にあっては建築士免許証、建築管理技士にあっては合格証明書の

写し、建築大工技能士にあっては合格証書の写し 

２ 写真１枚（裏面に氏名、撮影年月日を記入し、貼り付けること。） 

３ 「木造住宅の耐震診断と補強方法」の講習会を受講したことを証する書

類 

写真 
縦3.0cm×横2.5cm 

6月以内、無帽、正

面、カラー 



令和６年度鳥取県木造住宅耐震化技術考査 

 

受 験 票 
 

  ■太枠内に必要事項を記入し、受験申込み書と共に申込みしてください。 

   ※後日、受験番号を付した受験票をファクシミリにて送付します。 

 

■この受験票は、考査の当日お持ちください。 

※受験票を忘れた場合は考査を受験できない場合があります。 

 

受験番号 
 

※記入不要 

 

試験場 
伯耆しあわせの郷 大研修室 

（倉吉市小田 458） 

 

ふりがな  

氏 名  

受験票送付先 

ファクシミリ  

ファクシミリのない場合の郵送先 

郵便番号  

住所 

 

宛名 

 

試験日 

令和７年２月６日（木） 

注意事項説明 午後１時から午後１時 10 分まで（10 分） 

技術考査 
午後１時 10 分から午後２時 30 分まで 

（１時間 20 分） 

 


